
平成１５年５月２０日（火） 

西伯町・会見町合併協議会 

協 議 会 だ よ り  号 外 第７号 

～第５回協議会開催～ 
  

新新委委員員にに委委嘱嘱状状交交付付  
 ５月１９日（月）、午後１時３０分から、会見町役場大会議室で、第５回協議会が開催されました。 
 会議の冒頭で、このたびの両町議会議員選挙に伴い異動のあった次の委員に委嘱状が交付されました。 
 
  西伯町 福 田 次 芳（ふ く だ  つ ぎ よ し）委員  【西伯町議会合併調査特別委員長】  
  会見町 吉 次 堯 明（よ しつぐ たかあき）委員  【会見町議会合併等調査特別委員長】 

新新町町事事務務所所はは、、新新庁庁舎舎建建設設方方式式・・現現有有庁庁舎舎利利用用方方式式のの  

各各長長所所・・短短所所をを具具体体的的にに検検討討ししてて決決定定  
 今回は、最初に平成１４年度の合併協議会の決算について、監査委員を代表して西伯町の北尾奣（き

たおのぼる）監査委員から、適正に執行されている旨報告をいただき全会一致で承認されました。 
続いて、継続審議事項とされていた新町の事務所の位置について、新庁舎を建設する場合の建設費試算 

がこれまでに示されており、今回は維持管理費の試算結果が提示されました。 
これを受け、新庁舎を建設する場合の長所・短所、現有庁舎を利用することとした場合の利用方法及び長

所・短所について次回協議会で検討するため、資料を作成するよう事務局に対し指示されました。 

町町民民憲憲章章はは新新町町発発足足後後にに決決定定  

続いて、町民憲章や町の歌などの慣行の取扱いについて協議されました。 
これらは、新町の名称が決定してからでなければ決められないものが多く、新町において調整するこ

ととされました。なお、西伯町の名誉町民条例で決定されている名誉町民については、新町においても

引き続き顕彰することとされました。 

次次回回開開催催はは６６月月５５日日（（木木））、、西西伯伯町町役役場場でで  
 次回の協議会は、６月５日（木）午後１時３０分から４時までの予定で、西伯町役場２階第会議室で

開催されることとなりました。傍聴においでください。 
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